
近
世
村
落
に
お
け
る
神
判
に
つ
い
て

三
二

近
世
村
落
に
お
け
る
神
判
に
つ
い
て

'

原

田

敏

丸

一　

序

言

.

　
神
判
と
は
中
田
薫
博
士
に
よ
る
と
、
欧
州
語
の

甘
岳
。冒
ヨ

∪
Φ
一"
O
o
窪
①誓
葺
げ
①詳

冨

冒
αq
①日
①三

幽
①
U
冨
～

O
a
①巴
　
等
の
訳
語
で
あ

り
、
訴
訟
法
上
の
立
証
手
段
の

一
種
で
あ

っ
て
、　
「
諸
種
の
自
然
的
元
素
を
適
用
し
て
神
の
示
現
を
仰
ぎ
、
以
て
犯
罪
の
有
無
事
実
の
真
偽
を

　
　
　
　
　

　　
り

判
決
す
る
方
法
」
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
穂
積
陳
重
博
士
は
神
裁
と
い
う
語
を
用
い
ら
れ
、
こ
れ
は

「
争
訟
疑
獄
の
審
判

を
為
す
に
当
り
、
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ビ
　

曲
直
に
関
す
る
神
意
の
啓
示
を
祈
請
し
、
奇
蹟
の
現
示
を
以
て
神
の
裁
判
と
為
す
も
.の
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
た
。

　
神
判

は
イ

ン
ド
の
古
代
法
並
び
に
ゲ
ル
マ
ン
法
文
は
ゲ
ル
マ
ン
系
譜
種
族
の
法
慣
習
に
お
い
て
顕
著
に
認
め
ら
れ
、
な
か
で
も
イ

ン
ド
の
場

合
は
世
界
中
で
最
も
古
く
、
そ
し
て
最
も
広
く
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
古
代
イ

ン
ド
の
法
典
に
定
め
ら
れ
た
神
判
に
は
、
一
般
に
神
意

の
啓
示
を
求
め
る
手
段
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
火

(灼
熱
し
た
鉄
丸
を
掌
中
に
握
ら
せ
、
又
は
梨
頭
形
の
極
熱
し
た
鉄
挺
を
舌
で
な
め
さ
せ
、
傷
の
有
無
に
よ
っ

て
判
定
す
る
)
・
水

(水
中
に
没
入
せ
し
め
、

一
定
時
間
耐
え
ら
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
判
定
す
る
)
・
秤

(体
重
を
二
回
計
量
し
、
前
後
の
重
量
を
比
較
し
て
判

定
す
る
)
・
毒

(毒
物
を
食
わ
せ
て
、
中
毒
の
有
無
に
よ
り
判
定
す
る
)
・
神
水

(悪
魔
像
を
ひ
た
し
た
水
を
呑
ま
せ
、
神
罰
の
徴
候
が
あ
ら
わ
れ
る
か
否
か
に
よ

り
判
定
す
る
)
・
囎
米

(神
饌
米
を
か
ま
せ
、
ほ
中
の
傷
の
有
無
を
見
て
判
定
す
る
)
・
沸
油

(油
を
煮
沸
せ
る
釜
底
を
探
ら
せ
、
手
傷
の
有
無
に
よ
っ
て
判
定
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ヨ
　

る
)
」
抽
籤

(
正
・
悪
二
神
の
く
b
を
ひ
か
せ
て
判
定
す
る
)
の
八
種
の
神
判
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。

戸」
ぬ
ら
に
つ
い
て
神
意
を
判
断
す
る
方
法
に
よ



り
大
別
す
る
と
、
そ
の

一
は
被
判
人
の
人
体
に
何
ら
か
の
物
質
乃
至
作
用
を
加
え
て
そ
の
結
果
生
ず
る
物
理
的
現
象
に
よ
る
場
合

(前
七
者
)、

そ
の
二

は

一
定
の
呪
術
的
儀
式
に
よ

っ
て
神
意
を
判
断
す
る
為
に
作
成
さ
れ
た
抽
籤
に
よ
る
場
合

(
C
)

の
二
種
に
分
ち
得
る
。
前
者
は
さ
ら

に
人
体

の
外
部
に
対
し
て
火

・
水

・
秤

・
沸
油
を
用
い
る
場
合

(
A
)
と
、
人
体
の
内
部
に
対
し
て
毒

・
神
水

・
米
を
用

い
る
場
合

(
B
)
と

に
分
類

で
き
る
。

　
こ
の
㈲
に
属
す
る
方
法
と
し
て
は
イ

γ
ド
以
外
で
も
我
国
や
琉
球

・
中
国
等
に
関
し
て
そ
の
証
跡
を
残
し
て
い
る
毒
蛇
神
鞠
℃
火
神
判
の

一

種
と
も

考
え
ら
れ
る
熱
湯
神
判
等
が
あ
る
。
熱
湯
神
判
は
古
来
最
も
広
く
行
わ
れ
、
そ
の
方
法
も
各
民
族
ほ
ぼ
類
似
し
て
い
た
。
我
国
古
代
の

盟
神
探
湯
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
㈹
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
イ
ギ
リ
ス
古
代
の
呪
食
神
判

(2
「。・&

ヨ
。【ω①一)
が
あ
る
。

こ
れ
は
聖
職
者
の
審

理
に
限

ら
れ
た
が
、
羽
根
を
か
く
し
た
食
物
を
の
み
・
ま
せ
、
成
功
す
れ
ば
舞

・
嚥
下
罎

レ
て
骨
を
折
れ
ば
有
罪
・
さ
れ
㎏
・.
◎
と
同
類

の
方
法

と
し
て
中
国
の
杯
卜
神
判
が
あ
る
。
こ
れ
は
神
前
に
杯
狡

(蛤
の
殻
ま
た
は
そ
の
形
を
し
た
ト
占
の
具
)
の
類
を
投
げ
て
ト
う
方
法
で
あ
動
貼

呈

は
と
く
に
響

な
神
判
の
諸
類
醐
を
か
か
げ
た
に
す
ぎ
な
い
・
か

つ
て
中
国
に
お
い
て
は
粟

こ
の
制
度
が
存
在
し
た
証
跡
な
短

と

い
わ
れ
た
が
、
近
時
仁
井
田
陞
博
士
は
上
述
の
杯
卜
神
判
を
含
め
た
道
教
信
仰
と
の
関
連
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
中
国
の
各
種
の
神
判
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　　
　

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
か
く
て
今
日
で
は
殆
ん
ど
世
界
の
各
地
に
そ
の
痕
跡
が
発
見
さ
れ
、
神
判
は
蒙
昧
時
代
に
お
け
る
人
類
共
通
の
制
度
で

あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
極
め
て
多
様
な
神
判
が
現
代
に
お
炉
て
す
ら
世
界
の
原
始
的
種
族
の
間
で
行
わ
れ
て
い
る
と
説
か

　
　ゆ
　

れ
る
に
至

っ
た
。

　
さ
て
日
本
の
神
判
に
つ
い
て
は
、
既
に
中
田
薫

・
穂
積
陳
重

・
牧
野
信
之
助

の
諸
氏
に

よ
っ
て

日
本
書
紀
及
び
唐
初

に
編
述
さ
れ
た
北
史

(列
伝
倭
国
の
条
)
の
記
載
に
基
づ
き
、
古
代
の
熱
湯
神
判

(盟
神
探
湯
)
及
び
毒
蛇
神
判
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
中
世
、
と
く
に
室
町
時
代

に
は
い
る
と
看
聞
日
記

.
日
本
西
教
史

.
甲
陽
軍
鑑
そ
の
他
の
文
献
に
か
な
り
の
神
判
に
関
す
る
記
事
を
見
出
す
こ
と
が
で
ぎ
、
こ
れ
ら
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　む
　

っ
て
熱
湯
神
判

(湯
起
請
)
.
火
神
判

(火
起
請
)
・
神
水
神
判
及
び
抽
籤
神
判

(閲
取
)
等
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
わ
が
国

　
　
　
　
　

近
世
村
落
に
お
け
る
神
判
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
.　
　

.　
　
　
　
　

、　
　
　
　
　

三
三



　
　
　
　
　

近
世
村
落
に
お
け
る
神
判
に
つ
い
て

'
.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
四

の
神
判

の
ヰ
で
は
古
代
の
盟
神
探
湯

(区
詞
陀
智
)
が
最
も
世
に
知
ら
れ
て
お
り
、
前
述
の
毒
蛇
神
判
と
と
も
に
研
究
の
対
象
と
さ
れ
、
最
近
に

お
い
て
も
法
ま
た
は
裁
判
の
最
も
素
朴
な
段
階
を
示
す
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
に
よ
り
わ
が
国
固
有
法
の
裁
判
乃
至
法
の
発
見
の
問
題
が
論
ぜ

ら
れ
て
い
船
鰐
こ
れ
は
そ
れ
自
体
当
を
得
た
こ
と
ど
思
わ
れ
る
が
、
同
時
に
我
々
は
村
落
社
会
に
お
い
て
は
は
る
か
に
後
世
に
至
る
ま
で
こ
の

神
判
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、近
世
の
村
落
に
お
け
る
神
々
の
権
威
は
村
人
達
が
彼
ら
の
判
断
力
を
超
え
た
事
態
に
対
処
す
る
に
当
」り
、
依
然
と

し
て
極

め
て
強
力
で
あ

っ
た
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
牧
野
信
之
助
氏
が

つ
と
に
指
摘
さ
れ
た
所
で
、
村
落
の
結
合
観
念
が
鞏

固
に
な
り
つ
つ
あ

っ
た
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
、
そ
の
領
域
の
拡
充
、
山
野
の
編
入
、
用
水
の
引
用
権
は
村
落
相
互
間
に
重
大
な

,関
係
を
生
じ
、
所
謂
境
論

・
山
論

・
水
論
は
村
落
の
運
命
を
か
け
て
激
し
い
争
い
を
生
じ

つ
つ
あ

っ
た
。
そ
の
曲
直
を
判
定
す
る
に
当
り
、
最

後

の
決
断
を
神
慮
に
仰
が
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
場
合
が
少
な
く
な
い
。
中
世
末
期
に
お
け
る
こ
の
種
の
事
例
と
し
て
牧
野
氏
は
永
享
八
年
三
月

の
近
江
国
蒲
生
郡
山
前
対
観
音
寺
の
山
論
、同
八
年
五
月
の
同
国
滋
賀
郡
小
松
庄
対
打
下
庄
の
境
論
、同
十

一
年
六
月
同
国
栗
太
郡
田
上
杣
庄
対

牧
庄
の
境
論

の
三
例
を
あ
げ
・
さ
ら
に
江
戸
時
代
の
神
判
に
論
芒

て
お
ら
れ
亀

小
稿
で
は
牧
野
氏
の
あ
げ
て
お
ち
れ
る
事
例
に
、
新
た
に

発
見
せ
る
も

の
を
加
え
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
村
落
の
神
判
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
と
思
う
。

二
　
鉄
　
火

裁
　
判

　
江
戸
時
代
の
村
落
に
お
い
て
行
わ
れ
た
神
判
と
し
て
は
、
牧
野
信
之
助
氏
が
近
江
の
事
例
を
二
つ
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の

一
は
慶
長
十
二

年
六
月
、
甲
賀
郡
宇
治
川
原
対
酒
人

・
宇
田
間
の
境
論
が
延
引
し
て
落
着
せ
ず
、
奉
行
は
こ
れ
を
鉄
火
裁
判
に
付
す
る
旨
厳
達
し
た
事
件
で
あ

る
。
も

っ
と
も
こ
れ
は
あ
ら
か
じ
め

一
箇
月
間
双
方
の
犠
牲
者
を
精
進
屋
に
入
籠
さ
せ
、
鉄
火
取
の
期
日
を
定
め
る
こ
と
四

.
五
回
に
及
ん
だ

が
、
酒

人
側
が
神
罰
を
恐
れ
て
和
解
を
懇
請
し
た
為
決
行
さ
れ
ず
に
終

っ
た
模
様
で
あ
る
。
そ
の
二
は
元
和
五
年
九
月
、
蒲
生
郡
日
野
町
を
中

心
と
し
た
東
九
商
村

(熊
野
・
平
子

・
蔵
王
・
北
畑
,・音
羽
・
仁
本
木
・
仁
正
寺

・松
尾
山

・
村
井
大
窪
)
と
西
九
箇
村

(野
口

.内
池

.
三
十
坪

.
増
田

.



小
谷

・
鋳
物
師

ゼ
石
原

・
岡
本
・
麻
生
)
と
の
間
に
日
野
山
の
入
会
権
を
め
ぐ

っ
て
争
い
が
生
じ
、
容
易
に
決
着
せ
ず
、
遂
に
鉄
火
裁
判
を
行
う
こ

と
と
な
・
華

件
で
箋

・
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
日
野
町
綿
向
神
社
所
整

か
か
る

「
山
論
鉄
火
裁
許
之
嚢

」
に
そ
の
梗
禦

記
述
さ
れ

.
て

い
る

か

ら
以

下

争

論

延

引

よ

り
鉄

火
裁

判

の
経

緯

に
関

す

る

箇

所

を

摘

記

す

る

こ
と

に

し

よ
う

。

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　　
　

　
　

(
上
略
)
謹
擦
之
書
物
等
も
無
之
、
唯
双
方
申
事
而
巳
に
て
利
非
不
相
分
御
裁
許

二
成
兼
、
慶
長
十
四
年
よ
り
元
和
五
年
ま
て
拾
ヶ
年
余
其
儀

二
而
裁

許
無
之

　
　

に
、
尤
此
内

三
四
年
は
大
坂
御
陣
労

≧
二
面
諸
役
人
衆
公
用

二
無
腰
時
節

二
付
是
等
之
事
は
都

て
延
引
致
に
よ
し
、　

(中
略
)
其
頃
石
原
村

二
角
兵
衛

と
言
渡

　
　

人
有
、
・講
書

等
も
相
慮

二
致
才
智
有
者
ゆ

へ
、
村
方

二
而
扶
助
い
た
し
留
置

砿
、
此
者

或
時
庄
屋
宅

二
面
中
砥

ハ
、
柴
山
論
之
事
當
年
ま
て
及
凡
拾

ケ
年

二
砿

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
ウ
マ
シ

　
　

得
ど
も
今
以
何
れ
共

不
相
分
、
此
末
連
も
中

ヒ
急

二
濟

砿
事
と

ハ
不
破
存
砿

、
昔
鷹
神
天
皇

の
御
時
甘
美
内

の
宿
禰
、
武
内

の
宿
禰
を
讒
言
す
る
事

あ
り
、
天

　
　

皇
其

実
否
を
為
知
ん
、
両
人

に
熱
湯

ヲ
探

し
給

ふ
、
是
6
湯
起
請

・
火
起
請

と
言
事
始
り
砿
、
火
起
請
と
言

ハ
鐵
を
火

二
し

て
是
を
掌

へ
受
る
な
り
、
今
度
の

　
　

一
件
も
長

≧
敷
御
裁
許

を
御
待
破
戒
砿
オ
神
慮

に
任
せ
、
綿
向
の
神
前

に
而
鉄
火

ヲ
取
、
無
事

二
取

得
た
る
方

を
利
と
し
、
不
取
得
方

を
非
と
致
砿

ハ

、
早
速

　
　

落
着
可
致
砿
、
若

シ
此
義

に
極

り
砿

ハ
・
私
儀
数
年
富
村

之
御
憐
愍
を
請
御
世
話
に
罷
成
砿
御
恩
報
と
し
て
鉄
火
を
取

砿
役
可
相
勤
と
申
砿

二
付
、
西
郷
村
役

　
　

人
内

≧
談
合

い
た
し
角
兵
衛

の
申
出
し
砿
事
は
秘
し
置
無
何
氣
躰

二
而
壱
両

人
東
郷

へ
来

り
、
物
語
り
の
序

二
鉄
火
之
咄
を
致
、
柴
山
争
論
之
義
も
今

二
何
之

　
　
御
沙
洗
蒸

03
延
籍

成
御
互
二
迷
惑
二
寡

聞

綿
向
之
神
前
二
而
銃
火
叢

決
着
警

・
ハ
如
何
御
評
議
可
被
下
と
申
置
帰
り
け
る
、
依
之
東
郷
に
・
も

　
　

村

≧
寄
合
評
議
致
砿
得
共
誰
あ

っ
て
鉄
火

之
役
勤
ん
と
言
者
無
之
、
し
か
ら

ハ
と
て
此
義
辞
退
致
し
砿

ハ
偽
言
有
故
恐
れ
砿
と
可
破
牢
、
掬

≧
無
是
非
次
第
漱

　
　

り
と
各

≧
歎
息

い
た
し
居
砿
虜

、
其
頃
年
寄
役
相
勤
屠
蘇
村
井

横
町
九
良
左
衛
門

と
申
者

(中
略
)
生
得
律
義
な
り
け
る
か
、
此
評
議
を
聞
氣

之
毒

二
恩

ひ
申

　
　

出

け
る
は
九

ヶ
村
之
内
に
此
役
勤

め
砿
者
無
之
、
大
敵

二
非
分

二
陥
り
砿
と
申

て
ハ
外
聞
労
基
以
残

念

二
存
砿
、
神

は
正
直
を
照

し
玉
ふ
、
何
之
恐
か
砿

ハ
ん
、

　
　
私
相
勤
可
革
嚢

恐
気
も
駿

二
付
諏
腱
極
り
・
鉄
火
之
欝

宜
と
西
郷
へ
申
遣
し
・
此
段
双
方
β
北
見
五
郎
左
術
門
・
内
籍

窺
ひ
錘

、
.不
容
羅

二
付

　
　
此
方
二
而
申
附
鉱
車
に
は
難
相
成
、
江
戸
表
へ
窺
之
上
可
及
沙
汰
砿
旨
被
仰
聞
、
元
和
五
年
末
五
月
御
窺
被
成
肱
庭
早
速
御
開
濟
二
相
成
、
追
口
検
使
の
者
可

　
　

差
遣
と
御
下
知
有
之
肱
趣
五
郎
左
衛
門
殿
汐
被
仰
渡
、

一
同
難
有
御
講
白
上
、
村
≧
御
検
使
之
時
節
を
相
待
け
る
、妥
に
東
郷
之
内
音
羽
村
庄
屋
喜
助
と
申
者
、

　
　
右
山
論
に
就
て
ハ
役
所
向
ハ
勿
論
柑
掛
合
等
も
惣
而
此
老
懸
封
致
砿
ゆ
へ
、
西
郷
の
者
妬
思
ひ
居
砿
哉
、
或
時
喜
助
二
向
ひ
即
け
る
ハ
、
是
ま
で
ハ
何
事
も
利

　
　

口
に
言
廻
さ
れ
体
得
共
、
鉄
火
は
取
れ
串
間
敷
と
嘲
笑
け
れ
は
、
喜
助
大
に
憤
り
、
正
路
に
し
て
何
か
恐
ん
、望
二
砿
ハ
、
拙
者
鉄
火
を
取
見
せ
可
申
と
答
へ
、

　
　
直
に
日
野
町
江
来
り
歎
様
之
課
ゆ
へ
、
鉄
火
之
役
ハ
是
非
と
も
私
相
勤
と
中
破
二
付
、
其
筋
難
黙
止
九
郎
左
衛
門
と
代
り
喜
助
二
究
り
け
り
、
西
郷
二
而
八
角

　
　

兵
衛
の
咄
故
事
ハ
能
≧
隠
し
置
、
表
向
ハ
外
二
勤
め
砿
も
の
無
之
、
角
兵
衛
儀
ハ
石
原
村
二
て
数
年
世
話
い
た
し
憐
を
掛
置
砿
者
二
付
根
頼
破
魔
、
此
者
恩
儀

　
　
　
　
　
　

近
世
村
落
に
お
け
る
神
判
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
,　
　
　
　
　

三
五



近
世
村
落
に
お
け
る
神
判
に
つ
い
て

三
六

を
思

ひ
鉄
火
之
役
勤
砿
と
中
居
砿
よ
し
、　

(中
略
)

元
和
五
年
九

月
御
検
使
御
着
被
成
、
村

ミ
被

召
出
、
鉄
火
之
事
被
仰
渡
砿
肺
然

ル
腱
同
郡
中
山
村
天
台
宗
金
剛
定
寺

・
松
尾
山
村
禅
宗
正
明
寺

・
畑
村
禅
宗
西

明
禅
寺
此
三
ケ
寺
6
使
僧
を
以
て
東
西
村

≧
江
被
申
越
砿
趣

ハ
、
今
度
柴
山

立
會
争
論
事
不
相
分

二
付
、
江
戸
表
6
御

役
人
衆
被
成
御
越

、
綿
向

の
神

前

二
面

火
起
請
被
仰
付
砿
由
承
り
砿

、
御
利
生

二
而
實
否
相
分
り
砿

ハ
・
、

一
方

ハ
重
科
に
可
被
仰
付
存
砿
、
繊

の
草
薬

二
面
人
を
害
ふ
事
、
實
以
歎

ヶ
敷

至
り
砿
、

鰍
坊

此
理
を
取
弁
知
濟

之
意
砿

ハ
、
馬
御
上
向

ハ
寺
僧
共
6
御
詫
申
上
家
御
免
砿
、
尚
又
山
論
之
義

も
立
入
不
悪
曖

ひ
可
進
と
被
申
越
砿
、
依

面
村

≧
寄
合
評

儀
致
破
魔
、
何

れ
も
三
ケ
寺

江
相
任
せ
可
燃

与
相
談
究

り
双
方
よ
り
相
頼
砿

二
付
、
三
ケ
寺
早
速
御
役
人
中

へ
破
戒
御
出
會
、
色

ヒ
と
御
願
被
成
砿
得
共
、
御

老
中

方
御
評
議
之
上
御
検
使
被
蓋
越
砿
事

二
付
、
何
分
に
も
御
許
容
無
之

、
弥

≧
九
月
十
八
日
鉄
火

二
定
り
け
り
、
其
日
に
成
り
け
れ

ハ
綿
向
大
明
神
之
神
前

二
棚
飾

り
喜
助

..
角
兵
衛
両
人
白
木
綿
之
衣
裳
を
着
、
鉄
を
斧
の
形

ち
に
為
作
、
双
方
β
是
を
持
出
し
右
之
棚

二
載
置
、
夫
β
五
間
程
南

へ
隔
、
東
西
ニ
ケ
所

二
炭
火

を
お

こ
し
、
時
刻
前

二
鍛
師
職

二
申
付

、
御
見
分
之
上
、
右
之
鉄
を
双
方

一
同
に
焼
赤

め
、
能

≧
火

に
成
砿
を
、
掌
に

へ
ぎ
を
敷
是
を
受
砿
な
り
、
時

に
御
検
使
御
人
被
仰
砿

ハ
、
東

郷
β
持
出
鉱
を
西
郷

の
者

二
渡
し
、
西
郷
β
持
出
鉱
を
東
郷

の
者

江
可
渡

と
被
仰
付
砿
、
是

は
若
し
鉄

二
仕

か
け
に
て
も
有

ん

か
と

の
用
心
な
り
、

ふ
礁

喜
助

ハ
鉄
火
を
叢

、
三
間
斗
走
り
寄
、
元
の
棚

へ
投
上
げ
れ

ハ
、
棚
板
を
焼
抜
、
鉄
火

ハ
下

江
落
た
σ
け
旦

角
兵
衛
も
鉄
火

・

受
砿
得
共
、
忽
掌
焼
憚

り
砿
ゆ

へ
、
其
庭

へ
投
捨
逃
出
け
る
を
御
役
人
衆
急

ヒ
追
懸
搦
捕
、
翌
日
町
中

を
引
廻
し
、

西
之
野
仕
置
場

二
面
篠

に
行

れ

け

る
、

(
中
略
)
西
郷
6
持
出
鉱
鉄
に
は
何

を
交

せ
砿
哉
、

一
同

二
焼
赤

め
砿
得
業
火
氣
薄
砿
よ
し
、
是

ハ
角
兵
衛
の
エ
ミ
夫

二
而
何
角
仕
法
を
致
置
砿
事
と
申
傳
砿
、

此
角
兵
衛
馴
奸
智
有
者
故
無
益
之
事
を
言
出
し
人

を
苦
ん
と
す
れ
と
、
天
罫
不
通
却
而
其
身

を
亡
し
砿
事
可
恐
事
な
り
、
又
賦
様
之
事

も
有

ん
か
と
鉄
火

を
取

替
被
覆
砿
御
上

の
明
察
可
恐
賞
壽
、
喜
助

の
老
母

ハ
至
両
雄

≧
敷

女
な
り
け
る
か
、
惇
喜
助
今
度
鉄
火
を
不
取
得
砿

ハ

・
、
御

成
敗

を
不
待
其
場

二
面
手
打

二

致

べ
く
と
長
刀
を
持
綿
向
之
社

地
ま
て
参
り
砿
由

、　
(中

略
)
其
後
右
鉄
火
を
取
砿
褒
美
と
し

て
蔵
王
村
砥
山
を
喜
助

二
遣
す
、　
(
中
略
)
横
町
九
郎
左

術
門

鉄
火

は
不
取
砿
得
共
、
最
初
其
役
可
動

と
申
砿

二
付
、
村
井
町
南
耕
地

二
而
三
献
余
之
田
地
を
遣
し
砿

、
(
中
略
)
是
β
此
田
を
鉄
火
田

と
申
傳

砿
な
り

(傍
点

筆
者
、
以
下
同
じ
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

-

こ
れ
に
よ
る
と
結
局
こ
の
神
判
に
よ

っ
て
真
実
が
判
明
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
西
九
箇
村
の
代
表
た
る
角
兵
衛

の
詐

謀
が
神

罰
を
蒙

り
、
西
九
箇
村
の
敗
訴
を
齎
し
た
と
い
う
べ
き
結
果
と
な

っ
た
。
さ
ら
に
右
書
に
よ
る
と
鉄
火
に
際
し
て
公
儀
の
検
使
二
名
、
酒
井

。
板
倉

・

本
多

.
安
藤

・
土
井
等
の
老
中
が
そ
れ
ぞ
れ

一
名
ず
つ
の
検
使
を
派
遣
し
た
と
い
ヶ
か
ら
、
こ
の
裁
判
の
進
行
が
い
か
に
世
人
の
注
目
を
集
め

た
か
が
わ
か
る
。
従

っ
て
こ
の
時
代
に
お
い
て
さ
え
、
こ
の
よ
う
な
鉄
火
に
よ
る
裁
判
は
あ
ま
り
多
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う



か
か
爾
後
こ
の
時
の
こ
と
が
こ
の
地
方
の
重
要
な
事
件
と
し
て
日
野
町
住
民

の
脳
裏

に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
同
地
の
豪
商
中
井
源
左
衛
門
家

の
古
文
書
中
、
寛
永
十

一
年
よ
り
万
治
二
年
ま
で
二
十
六
年
間
の

「
大
窪
組

免
定
割
附
之
写
」
に

「
大
窪
庄
屋
三
組

二
相
成
砿
事

ハ
、
元
和
五
年
♂
寛
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　コ　　　　　　

十

一
年
迄
拾
五
年
之
間
二
相
別
砿
事
相
見
得
中
砥
、
元
和
五
年
鉄
火
公
事
之

節

ハ
日
野
大
窪
庄
屋
九
兵
衛
壱
人
と
相
見
得

(
下
略
)
」
　
と
あ
る
の
に
よ

っ

て
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
か
く
て
日
野
の
鉄
火
裁
判
は
当
時
世
間
の
耳
目
を
聳
動
し
た
も
の
で
あ

っ

た
と
は

い
え
、
こ
の
裁
判
方
式
は
決
し
て
当
時
の
一
般
的
な
法
慣
習
か
ら
か

け
離
れ
た
も
の
で
は
な
か
.つ
た
。
前
記
甲
賀
郡
の
事
例
は
そ
の
根
拠
の

一
つ

と
な
し
得
る
が
、
さ
ら
に
も
う

一
つ
の
証
拠
と
し
て
同
国
神
崎
郡
佐
自
村
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

鉄
火
裁
判
に
関
す
る
村
極
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
近
世
の
村
法

と
し
て
も
年
代
が
古
く
、
特
殊
な
内
容
を
持
ち
、
且
つ
署
名
の
様
式
に
特
色
「

が
あ
る
の
で
、
写
真
版
と
対
照
し
て
そ
の
本
文
を
左
に
掲
げ
て
お
く
。

　
　
　

究
之
覚

　
今
度
甲
津
畑
と
山
之
公
事
二
、
御
奉
行

　
衆
へ
之
御
前
へ
被
出
公
事
被
破
棄
二
、
此

　
公
事
入
目
少
も
か
け
申
ま
し
く
砿
、
則

　
孫
左
衛
門
・
又
衛
門

・
ま
へ
お
こ
衛
門

・
助
兵
衛
此
四
人
を

　
　
　
　
　

近
世
村
落
に
お
け
る
神
判
に
つ
い
て
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・

〆

　
　
　
近
世
村
落
に
お
け
る
神
判
に
つ
い
て

た
の
ミ
中
破
問
、
此
衆
二
か
け
ま
し
く
砿
、
若
又

此
儀
鉄
火
二
罷
成
、
と
り
被
申
砿
人
二
、

諸
公
事
武
代
ゆ
る
し
可
申
砿
、
自
然

と
り
そ
こ
な
わ
れ
砿
と
も
、
右
之
通
二
ち

が
い
な
く
、
一
切
二
か
け
中
間
敷
砿
、
傍
後
日
之
状

如
件

　
　
元
和
六
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
目
惣
中

　
　
　
　

五
月
廿
七
日
　
　
長
衆

　
　
　
　
　
　
　
　

・　
　
　

新
　
介
(略
押
)
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
五
郎

㊥

,

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(芝
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
ろ
衆
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
大
郎
(略
押
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
二
郎
(花
押
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
若
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

介
三
郎

㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
　
市
(花
押
)

・

三
八

こ
れ
は
佐
目
と
蒲
生
郡
甲
津
畑
と
の
間
に
発
生
し
た
山
論
に
つ
き
元
和
五
年
奉
行
へ
出
訴
に
及
ん
だ
が
、
佐
目
惣
中
と
し
て
こ
の
訴
訟
に
奔
走

す
る
人
.々
に
入
目

(入
費
)

を
か
け
な
い
事
、
及
び
鉄
火
裁
判
に
付
せ
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
犠
牲
者
に
対
し
て
ば
、
そ
の
身

一
代

の
.み
な
ら

ず
、
次

の
代
に
至
る
ま
で
公
事

(村
役
)

を
免
除
す
る
こ
と
を
取
極
め
た
も
の
で
あ
る
。
末
尾
に
署
名
し
て
い
る
佐
目
惣
中
を
代
表
す
る
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(17)

わ
れ
る
人
々
が
長
衆
二
名

・
中
老
衆
二
名

・
若
衆
二
名
か
ら
成
る
の
は
惣
の
組
織
を
う
か
が
う
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時

果
し
て
鉄
火
を
販
る
に
至

っ
た
か
否
か
は
判
明
し
な
い
。
以
上
に
述
べ
た
鉄
火
裁
判
の
存
在
を
証
明
乃
至
示
唆
す
る
三

つ
の
事
例
は
何
轟
も
近



世
初
期

、
す
な
わ
ち
慶
長

・
元
和
年
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
及
び
何
れ
も
山
論

・
境
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
鉄
火
を
取
る

人
に
対
し
て
は
何
れ
の
場
合
に
も
報
酬
を
与
え
、
も
し
く
は
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
等
の
諸
点
が
共
通
し
て
い
る
。
,
よ
り

一
層
多
く
の
事

例
を
集
め
て
み
な
け
れ
ば
断
定
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
共
通
点
は

一
般
的
に
村
落
で
鉄
火
裁
判
が
行
わ
れ
た
時
期
の
限
界
や
適
用
さ
れ
た

訴
論
の
種
類
、・

及
び
そ
の
方
法
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

神

圏

裁

判

.

　
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
な
る
と
上
記
抽
籤
神
判
に
属
せ
し
む
べ
き
も
の
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
あ
る
。
そ
の
第

一
は
丹
波
国
南
桑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

田
郡
保
津
村
の
場
合
で
、
延
宝
九
年
四
月
十
九
日
付
同
村
定
書
に
よ
る
と
、.
こ
の
時
内
山

(入
会
地
)
を
分
割
し
て
、
当
時

の
住
民

一
人
に
三
反

ず
つ
割

り
つ
け
、
境
界
に
つ
い
て
は
帳
面
を
作
成
し
て
こ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
わ
け
山
の
境
界
に
関
連
し
て
右
定
書
の

一
箇
条

に
・
,

　
　

一
、
加
様
二
帳
面
作
り
境
究
直
中
上
、
何
角
輿
境
論
被
致
、
相
対
二
而
婚
明
不
中
破
者
、
玉
名
之
評
議
請
可
申
紘
、
若
評
議
相
背
同
心
無
之
砿
者
渦
破
り
申

　
　
　

仁
5
鳥
目
壼
貫
文
出
さ
せ
置
、
神
主
か
鵜
、
足
井
之
神
衙
酔
上
野
肝
所
申
脅
、
然
上
者
破
り
由
仁
理
之
符
上
り
申
畝
共
、
壼
貫
文
之
儀
ハ
出
さ
せ
可
申
事

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
五
名
は
同
村
で
普
通

「
五
苦
」
と
記
し
て
い
た
五
姓
か
ら
な
る
郷
士
格
の
家
々
で
あ
ろ
う
。
わ
け
山
の
境
争
論
に
際
し
、

相
対
で
解
決
し
な
い
場
合
は
ま
ず
五
畜
の
評
議
を
う
け
る
べ
く
、
こ
の
評
議
に
従
わ
な
い
場
合
は
銭

一
貫
文
を
出
さ
せ
た
上
で
神
符
に
よ

っ
て

是
非
の
理
を
見
出
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ゆ
　

　
次
に
越
前
国
南
条
郡
鯖
波
村
に
は
左
の
如
き
誓
書
案
文
が
現
存
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　

差
上
申
一
札
之
事
　
　
　
、

　
　

此
度
助
右
衛
門
失
物
二
付
、
毎
度
村
方
へ
相
願
申
砿
二
付
、
御
神
主
様
へ
右
之
趣
御
願
申
所
、
則
今
日
御
神
前
お
み
て
神
鬮
相
叶
菰
趣
被
側
聞
承
知
仕
菰
、

　
　
　
　
　

近
世
村
落
に
お
け
る
神
判
に
つ
い
て
　
　
　
　
.　
　
　

,　
　

.　
　
　
　
　
　
　

.　
　
　
　
　
　
　

三
九



　
　
　
　
　

近
世
村
落
に
お
け
る
神
判
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圏
0

　
　

依
薯

爾

相
当
り
薯

・
村
方
誕

之
通
番
人
之
手
一箱

渡
可
段

間

其
時
;
口之
子
細
中
間
敷
砿
・
為
讐

箏

判
形
仕
所
傍
・
如
件

　
　
　
　
,天
明
八
年

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■　
　
　
　
　
　
　
　

善

吉
　
　
　
武
兵
衛
　
　
　
間
太
郎

　
　
　
　
　
　
申
六
月
　
　
　

・　
　
　
,

、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(外
四
十
一名
略
)

こ
れ
は
助
左
衛
門
な
る
者
の
盗
難
に
際
し
、
多
数
の
中
か
ら
犯
人
を
探
し
出
す
た
め
に
神
国
に
よ
ら
ん
と
し
た
も
の
で
、
.保
津
村
の
事
例
と
は

若
干
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
然
し
こ
の
場
合
も
証
拠
が
無
い
た
め
神
意
に
判
定
の
根
拠
を
求
め
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
神

判
の

一
種
と
考
え
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。

　
以
上
神
鬮
裁
判
の
二
つ
の
事
例
に
つ
い
て
み
た
が
、
前
者

の
場
合
は
神
判
が
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
否
か
の
確
証
は
な
い
。
然
し

ご
れ
ら
に
よ
っ
て
理
非
の
判
定
や
犯
人
の
決
定
に
あ
た
っ
て
、
近
世
の
村
落
に
は
村
集
団
と
し
て
神
符
や
神
岡
の
示
す
所
に
従
お
う
と
す
る
考

え
方
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
二
と
が
で
き
よ
う
。

'
　
　
　

P

四
　
結

目

　
以
上
江
戸
時
代
に
お
け
る
村
落
の
神
判
に
関
ナ
る
史
料
に
つ
き
、
鉄
火
裁
判
と
神
鬮
裁
判
と
に
類
別
し
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
。
要
す
る

に
神
判

は

一
般
に
古
い
時
代
、
又
は
原
始
的
な
未
開
社
会
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
近
世
の
村
落
社
会
に
も
尚
か
な
り

に
残
存

七
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
尚
十
分
史
料
を
博
捜
す
れ
ぱ
異
な

っ
た
方
法
も
発
見
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
以
上
の
史
料
に

よ
っ
て
見
る
限
り
、
近
世
村
落
の
神
判
に
は
鉄
火
に
よ
る
も
の
と
、
神
岡

・
神
符
に
よ
る
も
の
と
の
二
種
が
あ
り
、
而
も
前
者
は
近
世
初
期
に

限
ら
れ
、
後
者
に
関
す
る
史
料
は
中
期
以
降

の
年
代
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
史
料
が
極
め
て
少
数
に
限
ら
れ
る
た
め
、

或
い
は
単
な
る
偶
然
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
の
法
制
史
家
ハ
イ

ン
リ
ヒ

・
ミ
ッ
タ
イ
ス

(国
①罫
鐸

ζ
三
。邑

は
火
神
判

・
水
神
判

に
対
し
て

「
籔
神
判
は
お
そ
ら
く
も

っ
と
新
し
い
形
式
で
あ
り
、
こ
れ
は
既
に
よ
り
高
い
宗
教
発
展
段
階
に
属
し
て
い
麓

と
述
べ
て
い
る
か



、

ら

、

上

述

の
二
種

の
神

判

史

料

の
時

代

的

偏

在

は

村
落

に
お

け
る

神

判

形

式

の
発

展

段

階

と

関

連

が

あ

る

と
考

え

得

る

か
も

し

れ

な

い
。

　

(-
)
　
中
田
薫

「
古
代
亜
細
亜
諸
邦
に
行
は
れ
た
る
神
判
」
　
(同
氏
著

『法
制
史
論
集
』
第
三
巻
)
九
二
二
頁
。

　

(2
)　
穂
積
陳
重

『法
律
進
化
論
』
第

一
冊
　
四
三
頁
。
　
　
　
　

(3
)　
中
田
薫
　
前
掲
論
文
　
九
二
三
-
五
頁
。

　

(4
)
　
中
田
薫

「
古
代
亜
細
亜
諸
邦
に
行
は
れ
た
る
神
判
補
考
」
　
(同
氏
著

『法
制
史
論
集
』
第
三
巻
)
九
三
七
頁
。
仁
井
田
陞

「
民
間
信
仰
と
神
判
」
　
(同
氏
著

『
中
国
法
制
史

　
　
　
　
研
究
』
刑
法
篇
所
収
)
六
八

一
一
四
頁
。

　

(5
)　
プ
ラ
ク
ネ
ッ
ト

『イ
ギ
リ
ス
法
制
史
』
総
説
篇
上

(イ
ギ
リ
ス
法
研
究
会
訳
)
二
〇
三
頁
。

　

(6
)　
仁
井
田
陞
　
前
掲
論
文
　
六
八
七
頁
。

　

(7
)　
決
闘
も
神
判
の

一
種
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
亀
あ
る
。
本
来
決
闘
は
神
判
で
は
な
く
、
当
事
者
が
自
ら
決
闘
を
行
う
限
り
裁
判
手
続
の
中
に
編
入
さ
れ
、
合
法
化
さ
れ
、
当

　
　
　
　
事
者
だ
け
に
制
限
さ
れ
た
敵
対
関
係

萄
①
匡
o)
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
が
、
当
事
者
が
戦
士
を
傭

っ
て
事
を
行
わ
せ
る
よ
う
に
な
る
と

決
闘
は
神
判
的
性
格

を

も
っ
て

　
　
　
　
く
る

(
・ミ
ッ
タ
イ
ス

『
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
』
世
良
晃
志
郎
訳
　
五
九
頁
参
照
)
。

　

(8
)

中
田
薫

前
掲
論
文

九
二
九
頁
。
　
　

　

(9
)
　
仁
井
田
陞

前
掲
論
文
。
　

　
　

(10
)
　
ブ
ラ
ク
ネ
ッ
ト

前
掲
書
　
二
〇
四
頁
。

　

(11
)　
中
田
薫
　
前
掲
論
文
。
穂
積
陳
重
　
前
掲
書
。
牧
野
信
之
助

「
神
誓
裁
判
に
つ
い
て
」　
(同
氏
著

『
武
家
時
代
社
会

の
研
究
』
所
収
)
。

　

(12
)　
石
尾
芳
久

「神
判
と
法
の
発
見
」
　
(同
氏
著

『
日
本
古
代
法
の
研
究
』
所
収
)。

　

(13
)　

牧
野
信
之
助
　
前
掲
論
文
　
五
〇
1
七
頁
。　
　
　
　

(14
)　
同
上
　
五
三
一
七
頁
。

　

(15
)　
原
本
散
逸
の
た
め
滋
賀
県
庁
総
務
部
所
管
影
写
本
に
拠
る
。

　

(16
)　
滋
賀
県
神
崎
郡
永
源
寺
町
大
字
佐
目
区
有
文
書
。

(E

同
じ
近
江
国
浅
井
響

浦
村
の
天
文
±

姦

村
契
状
(警

県
馨

郡
窪

井
村
大
審

浦
区
有
文
書
)
に
「西
之
華

太
郎
箆

当
」
以
下
六
名
の
署
名
略
押
が
萱

　
　
　
　
本
文
末
尾
に

「
惣
別
加
判
可
進
い
へ
共
、
お
と
な
二
人

。
中
老
二
人

・
若
衆
二
人
以
上
六
人
加
判
進
協
上

ハ
、
於
以
後
少
も
如
在
有
間
敷
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
と
全
く

　
　
　
　
符
合
し
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る

(拙
稿

「村
落
の
自
治
に
関
す
る

一
考
察
」
宮
本
又
次
編

『
藩
社
会
の
研
究
』
所
収
二
五
二
頁
参
照
)
。

　

(18
)　
井
ケ
田
良
治

「
丹
波
国
南
桑
田
郡
保
津
村
五
苗
文
書
」
　
(同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
第
三
号
)

一
八

一
一
,二
頁
。

　

(19
)　
福
井
県
南
条
郡
南
条
村
大
字
鯖
波
、
石
倉
家
文
書
。

　

(20
)　

ミ
ッ
タ
イ
ス
　
前
掲
書
　
五
九
頁
。

　

〔
後
記
〕
　

本
稿
を
作
成
す
る
に
当
り
、
史
料
所
蔵
者

.
保
管
責
任
者

の
各
位
お
よ
び
滋
賀
県
庁
総
務
部
当
局
並

び
に
同
文
書
係
松
本
致
敬
氏

の
御
理
解
と
御
協

　
　
,
力
と
を
悉
う
し
た
。
ま
た
金
沢
大
学
法
文
学
部
教
授
服
藤
弘
司

・
同
海
原
文
雄
両
氏

か
ら
格
別
の
有
益

な
御
教
示
を
頂

い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
以
上

の
各

位

　
　
　
に
対
し
、
深
く
感
謝

の
意

を
表
す

る
次
第

で
あ
る
。
尚
本
稿

を
印
刷
に
ま
わ
し
た
後
、
滋
賀
県
甲
賀
郡
水
口
町
宇
川
区
並
び
に
朝
田
真
昭
氏

の
御
厚
意
に
よ

　
　
　
り
、
同
地
の
鉄
火
裁
判
関
係
文
書
を
見

る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
不
日
稿
を
改
め
て
言
及
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

近
世
村
落
に
お
け
る
神
判
に
つ
い
て

四
.
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